
空き家バンク制度のイメージ補助金を活用してください ! !

空き家バンクを利用して故郷である鹿屋市に移住しました
専門家に相談を ! !
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相談内容 相談先 電話

管　理 鹿屋市シルバー人材センター 0994-40-3382

売　却
・
賃　貸

鹿児島県宅地建物取引業協会　大隅支部 099-821-5165

市地域活力推進課（空き家バンク制度） 0994-45-6930

改　修
鹿児島県建築士会　鹿屋・肝属支部 0994-42-2168

市建築住宅課（住宅改修支援） 0994-31-1129

解　体
鹿児島県解体工事業協会 099-251-1033

市安全安心課（危険空き家解体支援） 0994-31-1124

①鹿屋市空き家等バンク登録物件改修事業補助金
②鹿屋市空き家等バンク家財道具等処分費用補助金
〇対象者
① 空き家バンクの登録物件であり、賃貸借契約が締結さ
れた（ア）空き家等の所有者、（イ）空き家等の借受者
② 空き家バンクの登録物件であり、賃貸借又は売買契約
が締結された空き家等の所有者

〇要件
・市内業者が施工すること
・市税の滞納がないこと　等
〇内容
①（ア）改修費用の１／２（上限50万円）
　（イ）DIY 費用の１／２（上限30万円）
②処分費用の２／３（上限５万円）
問市地域活力推進課　☎0994-45-6930

鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業補助金
〇対象
　昭和56年６月以降に建築又は着工した住宅
〇要件
・この補助金を過去に受けていない物件
・市税等の滞納がないこと
・工事費が20万円以上かかること　等
〇内容
　改修工事費の１／５（上限20万円）
※ 昭和 56年 5月以前に建築した住宅については建築
住宅課にご相談ください。
問市建築住宅課　☎0994-31-1129

①鹿屋市危険空家解体撤去工事補助金
〇対象者
　所有者、相続人又は委任を受けた人
〇要件
・解体撤去に際し、市内の解体撤去業者を活用すること
・解体撤去費用が30万円以上かかること
・市税等の滞納がないこと
・解体撤去後の跡地利用の計画があること　等
〇内容
　危険空き家の解体費用の１／３を助成（上限30万円）

②鹿屋市危険空家解体跡地利活用補助金
〇対象者
　①の交付を受けた人
〇要件
・ 危険空家を解体した跡地が、鹿屋市立地適正化計画
に定める居住誘導区域又は地域生活拠点維持区域内
にあること

・ 跡地を含む敷地に居室を有する建築物が建築され、危
険空家を解体した日から２年以内に表題登記が完了し
ていること
〇内容
　 解体撤去工事費用の１／２の額から危険空家解体撤去
工事補助金で交付を受けた額を差し引いた額（上限
30万円）
問市安全安心課　☎0994-31-1124

空き家無料相談会も
実施しています。

空き家の売却、賃貸、相続、解体、
リフォームについての相談会
●日　時　８月11日（日）　
　　　　　10:00 ～ 15:00
●場　所　市役所７階大会議室
●定　員　35組　※要事前予約
●参加料　無料
●応　募　お問い合わせください。
問市安全安心課　☎0994-31-1124
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空き家の活用方法
～空き家バンク～
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　空き家にしないために、市では空き家バンク制度を
推進しています。ここではその制度について説明します。

問かのや移住サポートセンター（市地域活力推進課内） 
　☎ 0994-45-6930

　私たちは、定年を控えていたと
きに妻の実家がある鹿屋市に移住
しようか迷っていました。まずは
市の公式 L

ラ イ ン

INEを登録し情報を収
集していると、鹿屋市合同企業説
明会があることを知ってオンライ
ンで参加。これがきっかけで市内
の会社に勤めることになり、移住
を決断しました。
　住むところは空き家バンクを利
用しました。その他の方法も検討
しましたが、空き家バンクの豊富
な選択肢の中から、金額・条件等

を踏まえて「これだ」という家を
見つけることができました。
　移住への決断や生活を始める上
でサポートしてくれた移住サポー
トセンターの皆さんも心強い存在
でした。Uターンを検討している
方がいらっしゃれば、まずは相談
してみてはいかがでしょうか。

空き家のこと、考えてください。
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